
1 （県立学校人事課） 

件  名  

埼玉県男女共同参画苦情処理委員からの勧告について 

 

提出理由  

 埼玉県男女共同参画苦情処理委員からの勧告について、別紙のとおり報告しま

す。 

 

概  要  

１ 埼玉県男女共同参画苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）への苦情

申出の趣旨 

２ 苦情処理委員からの勧告の趣旨 

３ 苦情処理委員からの勧告の内容 

４ 苦情処理委員への報告期日（令和６年８月３１日まで） 

 

報告事項 
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（ 参考） 女子差別撤廃条約（ 抜粋）

（ 1979年国連総会で採択、 1981年発効、 1985年日本が批准）

第10条 締約国は、 教育の分野において、 女子に対して男子と 平等の権利を確保するこ と を目的と
して、 特に、 男女の平等を基礎と して次のこ と を確保するこ と を目的と して、 女子に対する差別を
撤廃するためのすべての適当な措置をと る 。

(c)すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化さ れた概念の撤廃
を、 こ の目的の達成を助・ する男女共学その他の種類の教育を奨励するこ と によ り 、 また、 特に、
教材用図書及び指導計画を改訂するこ と 並びに指導方法を調整するこ と によ り 行う こ と 。
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（ 参考） 男女共同参画に関する苦情処理

○ 男女共同参画に関する苦情処理と は
・ 県民等は、 「 ①県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しく は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと 認めら
れる施策について苦情がある場合」 、 又は「 ②男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合」 には、
「 埼玉県男女共同参画苦情処理委員」 に申し出るこ と ができる。

・ 苦情処理委員は、 ①の申出について調査した結果、 必要があると 認めると きは、 当該申出に係る県の機関に対し、
勧告のほか、 意見表明又は助言をするものと する。

○ 苦情処理委員
武田 万里子 委員（ 大学教授）
前園 進也 委員（ 弁護士）
柴﨑 薫 委員（ 弁護士）
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